
　　以下のとおり、実施結果がまとまりましたのでご覧下さい。

１．「岩手県建築物安全安心実施計画（第三次）（案）」に係るパブリック・コメントの実施状況

　(1) 意見の募集

　　ア　期間　平成１７年１月２５日から２月２５日まで

　　イ　公表方法

　　（ア）ホームページへの掲載　　　　県庁（広聴広報課及び建築住宅課のＨＰ）

　　（イ）印刷物の縦覧

　　　　県庁行政情報センター、各地方振興局等の行政サブセンター、県庁建築住宅課、各地方

　　　　振興局土木部にて縦覧（縦覧者なし）

　　（ウ）報道発表

　　　　平成１７年１月２０日　県政記者クラブへ資料提供

　　（エ）住民説明会開催（４会場で開催。参加者総数７０名）

　会場 　　開催日時 参加人数

１ 水沢地区合同庁舎第６会議室 ２月１４日（月）18:00～18:50 20 人

２ 大船渡地区合同庁舎大会議室 ２月１５日（火）18:00～19:00 20 人

３ 二戸地区合同庁舎大会議室 ２月１６日（水）18:00～18:50 20 人

４ 岩手県公会堂　２３号室 ２月１８日（金）18:00～18:50 10 人

　　　　　　　　　　　計 70 人

　　ウ　意見募集方法

　　（ア）電子メール、郵便、ＦＡＸなどによる意見提出

　　（イ）住民説明会での発言

　(2) 意見等の状況
提出件数及び発言者数

電子メール、郵便、ＦＡＸ等による意見書 　０件

住民説明会発言者 １４件

３．意見等の整理（意見書の提出がなかったことから、説明会の発言についての取りまとめ）
件数

定期報告の実効性のある行政指導について １件

法改正の施行と県の運用について １件

小　計 ２件

完了検査率の向上等について ６件

定期報告制度について ２件

安全安心計画の概要について ２件

補助制度について １件

その他 １件

小　計 １２件

合　　計 １４件

４．住民説明会での意見等に対する回答

別添資料のとおりです。
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区分 番号 意見等の概要

「岩手県建築物安全安心実施計画（第三次）（案）」に関するパブリック・コメ
ントの実施結果について



     （意見） 
別紙資料 

会場 番号 意  見 県からの回答 
大船渡  1-1 定期報告率が向上しても、不適

合部分が是正されなければ、安全
な建築物ではないことから、行政
はもっと実効性のある指導をして
もらいたいと思います。 

定期報告制度は、報告率の向上のみならず報告後の建築物の維持管理における是正指導
が重要であります。 
昨年の建築基準法の改正では、建築物の所有者の他、調査・検査を行った資格者に対し
ても報告徴収が可能になり、是正指導の情報を詳しく得ることができるようになりました。 
当該計画(案)においては、是正の必要性がある建築物については、当該年度の末日まで
に完全是正をするよう所有者（管理者）に改善指示書等により是正指導を継続して行うこ
とにより実効性のある計画としております。 

大船渡  1-2 建築基準法の改正によりシック
ハウス対策の義務付けがされ、そ
の後すぐ緩和事項が追加されたこ
とから国の作った法律に国民が振
り回されているところがある。 
県において、もう少し法改正の
施行時点では柔軟な対応をしても
らいたい。 

建築基準法は建築物に関する最低限の基準を定めているものであることから当然遵守す
べきものです。 
県の立場としては、建築行政の全国組織である日本建築行政会議を通じて法改正の内容
について検証をしております。 

 
 
    （質問） 
会場  質  問 県からの回答 
水沢  2-1 この計画では、県内の建築物の

適法性を確保するため、完了検査
の的確な実施を図ることとしてい
るが、完了検査を受けていない建
築物については何か対応をしてい
るのですか。 

当該計画(案)では、通常業務の中で、完成予定日が過ぎても完了検査申請が無いもの
については督促を行うこととしております。 
また、完了検査強化月間を設け、通常時に督促しても申請が無かった物件について強
力に督促を行います。 
さらに、建築手続きについて馴染みのない県民のために建築基準法及び確認検査手続
を周知する案内チラシを作成し周知を図ることとしております。 

水沢 
 
二戸 

2-1 この計画における完了検査率の
向上のため、完了検査手数料はも
う少し安くすることはできないで
しょうか。（2件） 

県では、平成 11 年度に確認申請及び完了検査にかかる費用を調査し手数料額を定めてお
り、適正な額と考えております。 
平成 11 年度に完了検査手数料が発生した経緯から、完了検査率と完了手数料の関係を考
察すると、平成 10 年度(72.92%)と平成 11 年度(75.35%)の確認申請率の比較をすると 2.43
ポイント増であり、手数料の増えたことによる影響はみられないと考えております。 
当該計画(案)では、完了検査率向上のために、建築に係る手続きの重要性を周知するこ
と、また、完了検査が未申請である建築物の建て主に対し督促をすることとしております。 

大船渡  2-2 定期報告制度の適切な運用につ
いてですが、特殊建築物の所有者
や管理者に対して督促文書を発行
することは、定期報告率の向上に
効果があると思います。 
定期報告率の向上を図るために
当該計画(案)ではどのような対応
をしているのでしょうか。 

当該計画(案)では、定期報告率について目標値を定め、関係団体との協力体制のもと定
期報告率の向上を図るとともに、建築物の適正な維持管理に関するパンフレットを作成し
建築物の所有者（管理者）に対して建築物の維持管理と定期報告の必要性を周知すること
としております。 
また、報告対象となる建築物については、定期報告すべき年度には所有者(管理者)に対
し報告の案内をだすことにより報告を促します。 
特に、案内を出しても報告のない建築物の所有者(管理者)には督促の文書を出し、さら
には、必要に応じて建築物の査察を行い、所有者(管理者)に対し報告するよう指導を行う
こととしております。 



大船渡  2-1 平成 15年度の完了検査率が前年
度よりも下がった理由のひとつ
に、シックハウス対策が導入され
たことが関係しているように思い
ます。 
住宅において、増改築が多くな
っているが、既存の居室部分へ換
気システムの導入が義務付けられ
建築主の負担が大きくなったので
どうにかならないでしょうか。 

平成15年度の完了検査率が前年度よりも下がった理由をシックハウス対策であると特定
することは困難と思われます。 
シックハウス症候群は社会問題として取り上げられていることからその対策は重要であ
ると考え当該計画(案)に盛り込んでおります。 
なお、シックハウス対策については去年の 6月に法改正があり、増築において換気計画
で増築部分が既存部分から独立している場合は、既存部分への換気設備の導入について適
用が除外されております。 

盛岡  2-1 完了検査率の目標値ですが、実
施値が右下がりになっているの
に、第三次の目標値を高めに設定
するというのはなぜか。 

昨年度は、目標値を達成しておりませんが、平成 17 年 1 月、２月に完了検査強化月間を
設け、完了検査率向上を目的に督促等を強力に実施しております。 
当該計画(案)で目標値を高めに設定し、これを達成するよう関係団体と協力して取り組
むこととしております。 

盛岡  2-2 建築物の定期報告というのは三
年に一度の報告であるが、出さな
い建築物の所有者は決まっている
のか。 

定期報告を毎回提出していただけない建築物の所有者（管理者）がいます。 
当該計画(案)では、定期報告の提出がない建築物については、防災週間や業務の中で現
場査察を行い、維持保全状況を確認しながら提出するよう指導を行うこととしております。 

盛岡  2-1 中間検査は完全実施しているの
に完了検査率が悪いというのはど
ういうことでしょうか。 

本県では、一定規模以上の特殊建築物を中間検査の対象としており、実際には中間検査
の対象建築物と完了検査の対象建築物は同じではないため、中間検査の検査率が上がって
も完了検査率に直接結びつかないことがあります。 

大船渡  2-4 建築物の安全性を上げていくと
いうのは良いのですが、それがす
べて経費となって建て主の負担に
なるが、補助制度はありますか。 

県では、「環境にやさしいいわての住まいづくり助成制度」等といった施策に基づく助成
制度を作成しており、計画内でもその普及を実施することとしております。 

大船渡  2-3 「建築物安全安心実施計画」は、
全国的な流れで策定されているの
か。 

計画作成は、国の通知により全国的な流れで策定されております。第三次計画は岩手県
独自の基本方針をもとに作成しております。 

二戸  2-3 第二次計画の実施結果で、県内
に64棟の小規模雑居ビルがあると
ありましたが、もっと、あるよう
に思うのですが、小規模雑居ビル
の定義を教えてください。 

小規模雑居ビルとは、「３階以上の階を風俗営業を営む店舗その他これに類する店舗、飲
食店等の用途に供する建築物で、３階以上の各階の居室の床面積の合計がおおむね２００
㎡以下のもの」です。その定義ですと、県内には 6４棟あります。 

大船渡  2-5 一般の木造個人住宅への火災報
知器設置の義務付けになる情報は
あるのでしょうか。 

確かに消防法の改正によって 2年後には住宅の火災報知器の義務づけになるようです。
来年度以降には説明ができるようになると思いますので、具体的なところは情報が入りし
だいお知らせいたしたいと思います。 
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